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○「 俸給関係」「諸手当関係」「給与の支給

関係」についてその内容を事項別に解説

○ それぞれの根拠となる法令及び条項を表示

○ 給与実務に役立つ事例を掲載

○ 「俸給関係」「諸手当関係」「給与の支給

関係」に係る必要な附属資料を網羅

この本は、一般職の国家公務員の給与制度全般について、最新の制度に基づき、事項別
にその取扱いの内容をわかりやすく解説したものです。給与実務担当者の日常の給与事務
の参考資料として好評を得ています。

平成２３年版の主な改正内容
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☆５５歳を超える職員 （ 行政職俸給表（一）

６級以上の職員等に限る。）に対する給与の

抑制措置の詳細を関係する手当等に掲載

（平成２２年１２月より）

☆ 平成２３年４月１日における号俸の調整方法

（４３歳に満たない職員で、平成２２年１月

１日において昇給した職員を対象)
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国 家 公 務 員 の 給 与
－ その仕組みと取扱い －

第Ⅰ部 俸給関係
１ 俸給表の種類とその適用範囲
２ 級別標準職務及び級別定数

(1)級別標準職務 (2)級別定数
３ 初 任 給

(1)職務の級の決定基準
(2)号俸の決定
(3)号俸決定の特例

４ 昇 格
(1)昇格の要件
(2)在級期間表の適用方法
(3)昇格の要件の特例
(4)昇格させた場合の号俸の決定
(5)昇格させた場合の号俸の決定の特例

５ 初任給基準又は俸給表の適用を異に
する異動
(1)職務の級の決定基準 (2)号俸の決定
(3)号俸決定の特例

６ 昇 給
(1)昇給日及び評価終了日
(2)昇給区分及び昇給の号俸数
(3)昇給の号俸数の調整
(4)昇給の区分に関する基準等
(5)研修、表彰等による昇給
(6)特別の場合の昇給
(7)最高号俸を受ける職員についての適用除外
(8)職員への通知等

７ 降 給
(1)降給の種類 (2)降格
(3)降号 (4)降給の手続
(5)臨時的職員など
(6)平成17年改正法附則第11条の規定による

俸給
８ 特別の場合の号俸の決定等

(1)上位資格の取得等の場合の号俸の決定
(2)復職時等における号俸の調整
(3)俸給の訂正

９ 再任用職員の俸給月額
10   俸給の切替え
11   任期付職員の俸給

〔俸給関係 附属資料〕
俸給表 他

（参考）平成23年4月1日おける号俸調整の概要

第Ⅱ部 諸手当関係
１ 扶養手当 ２ 住居手当
３ 通勤手当 ４ 単身赴任手当
５ 期末手当 ６ 勤勉手当
７ 地域手当 ８ 広域異動手当
９ 研究員調整手当
10 寒冷地手当
11 特地勤務手当及び特地勤務手当に

準じる手当
12 超過勤務手当
13 休日給 14 夜勤手当
15 宿日直手当
16 管理職員特別勤務手当
17 俸給の特別調整額
18 本府省業務調整手当
19   俸給の調整額
20 特殊勤務手当
21 初任給調整手当
22 専門スタッフ職調整手当
23 非常勤職員の給与
〔諸手当関係 附属資料〕

第Ⅲ部 給与の支給関係
１ 給与の支給

(1)支払の原則 (2)支給の方法
(3)給与の減額 (4)俸給の半減
(5) 減給

２ 給与簿
(1)給与簿の作成義務
(2)給与簿の体系
(3)給与簿の様式 (4)給与簿の取扱い
(5)給与簿の検査

３ 休職者の給与
４ 派遣職員の給与
（参考１）平成１８年４月１日の俸給の

切替に伴う経過措置としての差額支給
（参考２）５５歳を超える職員の減額措置

について
（参考３）勤務時間・休暇等
〔給与の支給関係 附属資料〕
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